
 

 

 

 

 

 

 

 

「事業者支援ワンストップ相談窓口」の名称等の変更について 

 

 

令和６年１月２６日から設置している事業者支援ワンストップ相談窓口について、 

令和６年３月１８日（月）から、名称等を以下のとおり変更します。 

 

 

＜名  称＞ 金沢事業者支援センター 

       （変更前：事業者支援ワンストップ相談窓口） 

 

＜受付時間＞ １０時～１７時（土日・祝日を除く） 

       （変更前：９～１８時（土日祝も受付）） 

 

＜電話番号＞ ０５７０－０７６－２２５ 

       （変更前：０１２０－３３０－９５５） 

 

＜場  所＞ 令和６年４月１日（月）まで 石川県工場試験場 

       令和６年４月２日（火）以降 石川県庁１階１０３会議室 

 

＜支援内容＞ 

なりわい再建支援補助金・持続化補助金・伝統工芸品への支援・商店街への支援に

関する相談受付や申請サポート等、各種施策全般の問い合わせに対応する。 

 

※能登事業者支援センターを別に設置（令和６年２月１９日～） 

 場  所：奥能登総合事務所４階（のと里山空港内） 

受付時間：１０時～１７時（土日・祝日を除く） 

電話番号：０７６８－２６－２３８０ 

令和 ６年３月１５日 

経営支援課 

内 線：4451 

外 線：225-1525 

担 当 者：枝久保、岩井 


